
独立行政法人会計基準 新旧対照表（案） 

 
1. 独立行政法人改革等に関する基本的な方針を踏まえた会計基準改訂案 

（運営費交付金の収益化基準の見直し及び行政執行法人創設に伴う見直し） 
現 行 改 正 案 変 更 点 ・ 備 考 等 

第 81 運営費交付金の会計処理 

１ 独立行政法人が運営費交付金を受領したと

きは、相当額を運営費交付金債務として整理

するものとする。運営費交付金債務は、流動

負債に属するものとする。 

修正なし  

２ 運営費交付金債務は中期目標の期間中は業

務の 進行 に応じて収益化を行うものとする。 

 

２ 運営費交付金債務は中期目標等の達成状況期

間中は業務の進行に応じて収益化を行うこもの

とを原則とする（注解●）。 

【変更点】 
○中期目標→中期目標等（Ｐ） 
理由：新しい法人類型が創設されるこ

とに伴い、年度目標と中長期目標

を含む表現とする。ただし、会計

基準全体の整合性を考慮する必

要があるため、表現は再度検討す

る。 

○進行→達成状況 
○「原則」の明文化 
理由：閣議決定を踏まえた記載。会計

基準で「業務達成基準」を「原則」

とし、「費用進行基準」は「例外」

と整理。 

３ 運営費交付金債務は、次の中期目標の期間

に繰り越すことはできず、中期目標の期間の

３ 運営費交付金債務は、次の中期目標の期間に

繰り越すことはできず、中期目標等の期間の最

【変更点】 
○行政執行法人の会計処理を規定 

資料３ 
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最後の事業年度の期末処理において、これを

全額収益に振り替えなければならない。 

 

後の事業年度の期末処理において、これを全額

収益に振り替えなければならない。 

なお、行政執行法人は、毎事業年度の期末処

理において、これを全額収益に振り替えること

になる。 

⇒ 従来の「中期目標」を「年度目標」

と読み替えれば、行政執行法人のみ

の規定創設は不要と考えられるが、

閣議決定で行政執行法人の会計基

準を見直すこととされているため、

明文化による規定。 

 

【備考等】 

○行政執行法人の剰余金の会計処理に

ついても独立行政法人会計基準「第 96

中期目標の期間の最後の事業年度の利

益処分」で規定。 

新設 ４ 中期目標等の期間の最後の事業年度（行政執

行法人は毎事業年度）の期末処理において精算

のために収益に振り替えられた金額について

は、臨時利益として計上する。 

 

４ 独立行政法人が固定資産等を取得した際、

その取得額のうち運営費交付金に対応する額

については、次のように処理するものとする。 

５ 独立行政法人が固定資産等を取得した際、そ

の取得額のうち運営費交付金に対応する額につ

いては、次のように処理するものとする。 

【変更点】 
 ○新設事項設置に伴う号数の修正 
【備考等】 
○本項目については、「たな卸資産等の

資産見返負債の計上等」で再度検討 
(1) 取得固定資産等が運営費交付金により支

出されたと合理的に特定できる場合におい

ては、 

修正なし  

ア 当該資産が非償却資産であって、その 修正なし  
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取得が中期計画の想定の範囲内である

ときに限り、その金額を運営費交付金

債務から資本剰余金に振り替える。 

イ 当該資産が非償却資産であって上記

アに該当しないとき又は当該資産が償

却資産若しくは重要性が認められるた

な卸資産（通常の業務活動の過程にお

いて販売するために保有するものを除

く。以下、この項において同じ。）であ

るときは、その金額を運営費交付金債

務から別の負債項目である資産見返運

営費交付金に振り替える。資産見返運

営費交付金は、償却資産の場合は毎事

業年度、減価償却相当額を、たな卸資

産の場合は消費した際に、当該消費し

た相当額を、それぞれ取り崩して、資

産見返運営費交付金戻入として収益に

振り替える。 

修正なし  
 
 
 
 

(2) 取得固定資産等が運営費交付金により支

出されたと合理的に特定できない場合にお

いては、相当とする金額を運営費交付金債

務から収益に振り替える。（注 60） 

修正なし  

新設 ＜注●＞業務の達成状況に応じた収益化につ

いて 

 業務の達成状況に応じた収益化を行うに
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あたっては、一定の業務と運営費交付金の

対応関係を明確にする必要がある。 

＜注 60＞ 運営費交付金の会計処理について 

１ 運営費交付金は独立行政法人に対して

国から負託された業務の財源であり、交

付金の交付をもって直ちに収益と認識す

ることは適当ではない。したがって、交

付された運営費交付金は相当額を運営費

交付金債務として負債に計上し、業務の

進行に応じて収益化を行うものとする。 

＜注 60＞ 運営費交付金の会計処理について 

１ 運営費交付金は独立行政法人に対して

国から負託された業務の財源であり、交

付金の交付をもって直ちに収益と認識す

ることは適当ではない。したがって、交

付された運営費交付金は相当額を運営費

交付金債務として負債に計上し、業務の

達成状況進行に応じて収益化を行うこと

を原則ものとする。 

 

２ 運営費交付金の収益化については、具

体的には以下のような考え方によるもの

とする。 

(1)中期計画及びこれを具体化する年度

計画等において、一定の業務等と運営

費交付金との対応関係が明らかにされ

ている場合には、当該業務等の達成度

に応じて、財源として予定されていた

運営費交付金債務の収益化を進行させ

ることができる。 

 

例えば、一定のプロジェクトの実施（未

了のプロジェクトについて投入費用に対

応して業務の達成度を測定する方法を含

２ 運営費交付金の収益化については、具体

的には以下のような考え方に行うよるもの

とする。 

(1)中期計画等及びこれを具体化する年度

計画等において、一定の業務等と運営費

交付金との対応関係をが明らかにするた

め、各業務に係る運営費交付金配分額を

定めるとともに、されている場合には、

当該業務等の達成度を測る基準をあらか

じめ設定する。その上で、当該基準に照

らしてその達成状況を判断し、運営費交

付金配分額を業務達成状況に応じて収益

化させる。に応じて、財源として予定さ

れていた運営費交付金債務の収益化を進

【変更点】 
○中期計画→中期計画等（Ｐ） 
理由：新しい法人類型が創設されるこ

とに伴い、事業計画、中長期計画

を含む表現とする。ただし、会計

基準全体の整合性を考慮する必

要があるため、表現は再度検討す

る。 
○「明らかにされている場合には…」→

「明らかにする」 
○業務達成基準の原則に伴い、採用「で

きる」としている表現を修正。 
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む。）や退職一時金の支払について、交付

金財源との対応関係が明らかにされてい

る場合等がこれに該当する。 

行させることができる。 

 

例えば、一定のプロジェクトの実施（未

了のプロジェクトについて投入費用に対応

して業務の達成度を測定する方法を含む。）

や退職一時金の支払について、交付金財源

との対応関係が明らかにされている場合等

がこれに該当する。 
新設 (2) 業務の達成度を測る基準については、期

末時点における業務の達成度を客観的に示

すことができるよう、定量的な指標を設定

することが原則であるが、この他、以下の

ような方法によることも認められる。 

 ア 一定の業務の実施をもって運営費交付

金配分額を収益化する方法（未了の業務

については、当該業務の予算執行割合を

業務の達成度とみなして収益化する方法

を含む。） 

 イ 一定の期間の経過をもって業務の達成

とみなし、運営費交付金配分額を収益化

する方法 

【変更点】 
○業務達成基準の基本型以外の収益化

基準を定める。 
○現行の期間進行基準は、業務達成基準

の一類型として再整理。 

(2)上記の場合において、業務の実施と運営

費交付金財源とが期間的に対応している

場合には、一定の期間の経過を業務の進

行とみなし、運営費交付金債務を収益化

削除 

(2)上記の場合において、業務の実施と運営費

交付金財源とが期間的に対応している場合

には、一定の期間の経過を業務の進行とみ

【変更点】 
○期間進行基準は業務達成基準の一類

型として整理したため、削除。 
○管理費は、運営費交付金との対応関係
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することができる。例えば、管理部門の

活動等がこれに該当する。 

 

なし、運営費交付金債務を収益化すること

ができる。例えば、管理部門の活動等がこ

れに該当する。 

が明らかにされていれば期間進行型の

業務達成基準を採用するが、明らかでな

い場合、費用進行基準となる。 
新設 (3) 業務に直接関連するいわゆる直接業務費

に充当する運営費交付金については、原則

どおり業務達成状況に応じて収益化するこ

ととなる。 

 

(3)上記(1)、(2)のような業務と交付金との

対応関係が示されない場合には、運営費

交付金債務は、業務のための支出額を限

度として収益化するものとする。 

 

 

 

 

この場合に別途使途が特定されない運

営費交付金に基づく収益以外の収益があ

る場合には、運営費交付金債務残高と当

該収益とで財源を按分して支出されたも

のとみなす等の適切な処理を行い、運営

費交付金の収益化を行うものとする。 

なお、当該収益化の考え方を採用した

理由を、＜注 55＞「重要な会計方針等の

開示について」第２項(1)「運営費交付金

収益の計上基準」に注記しなければなら

(43)上記(1)、(2)のような業務と直接業務費

以外の費用、例えば、管理費等の運営費交

付金との対応関係が明確に存在し示されな

い費用場合に充当するは、運営費交付金に

ついて債務は、業務のための支出額を限度

として収益化するものとする。 

 

この場合に別途使途が特定されない運営

費交付金に基づく収益以外の収益がある場

合には、運営費交付金債務残高と当該収益

とで財源を按分して支出されたものとみな

す等の適切な処理を行い、運営費交付金の

収益化を行うものとする。 

なお、当該収益化の考え方を採用した理

由を、＜注 55＞「重要な会計方針等の開示

について」第２項(1)「運営費交付金収益の

計上基準」に注記しなければならない。 
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ない。 

(4)運営費交付金が既に実施された業務の

財源を補てんするために交付されたこと

が明らかといえる場合においては、交付

時において収益計上するものとする。 

(54)運営費交付金が既に実施された業務の財

源を補てんするために交付されたことが明

らかといえる場合においては、交付時にお

いて収益計上するものとする。 

 

新設 (6) 業務の達成度を測る基準として採用して

た方法については、＜注 55＞「重要な会計

方針等の開示について」第２項(1)「運営費

交付金収益の計上基準」に注記しなければ

ならない。 

 

３ 中期目標の期間の終了時点においては、

期間中に交付された運営費交付金を精算す

るものとする。このため、中期目標の期間

の最後の事業年度においては、当該事業年

度の業務の進行に応じて交付金を収益化

し、なお、運営費交付金債務が残る場合に

は、当該残額は、別途、精算のための収益

化を行うものとする。 

３ 中期目標等の期間の終了時点においては、

期間中に交付された運営費交付金を精算する

ものとする。このため、中期目標等の期間の

最後の事業年度においては、当該事業年度の

業務の進行に応じて交付金を収益化し、なお、

運営費交付金債務が残る場合には、当該残額

は、別途、精算のための収益化を行うものと

する。 

 

４ 運営費交付金の収益化に関する会計方針

については、適切な開示を行わなければな

らない。 

変更なし  

５ 長期の契約により固定資産を取得する場

合であって、当該契約に基づき前払金又は

部分払金を支払うときは、当該支出額が運

営費交付金により支出されたと合理的に特

変更なし  
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定できる場合には、その金額を運営費交付

金債務から建設仮勘定見返運営費交付金に

振り替え、現実に引渡しを受けたときに建

設仮勘定見返運営費交付金を本来の科目

（資本剰余金又は資産見返運営費交付金）

に振り替えるものとする。 

６ 資産見返運営費交付金を計上している固

定資産を売却、交換又は除却した場合には、

これを全額収益に振り替えるものとする。 

変更なし  
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